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高等学校等就学支援金変更交付申請書の提出について（通知） 

このことについて、下記事項に留意の上、高等学校等就学支援金変更交付申請書を作成し、令和８年

２月20日（金）まで【必着】に担当宛て提出してください。 

また、今年度最後の変更交付申請となることから、令和８年２月３日付け学第984号で通知した「高

等学校等就学支援金受給額及び高校生等臨時支援金受給額の確認の徹底について」を必ず確認の上、過

誤支給が生じないよう十分御留意願います。 

記 

１ 提出書類 

(１) 高等学校等就学支援金変更交付申請書（様式第３号） 

 (２) 高等学校等就学支援金変更交付申請額内訳（様式41）※「e-Shien」により作成 

２ 留意事項（業務マニュアルは学校用（2025.5.26第01.21版）です。） 

 (１) 高等学校等就学支援金変更交付申請書の作成は、３月末までの生徒の情報変更を確定させた後

に作成してください。 

   ※ 情報変更による各種届出等については、令和８年２月17日（火）までに担当宛て提出してく

さい。 

 (２) 「e-Shien」において、申請の対象となる生徒について「通知確認完了」となっているか確認し

てください。 

(３) 変更交付申請は、「e-Shien」業務マニュアル（学校用）432ページから行ってください。 

   なお、434～437ページの操作は不要です。 

(４) 高等学校等就学支援金変更交付申請書の変更交付申請額は、「e-Shien」の「交付申請一覧」で

表示される「交付申請額」としてください。☞「e-Shien」業務マニュアル（学校用）441ページ 

(５) 提出書類のうち、高等学校等就学支援金変更交付申請額内訳は、システムに入力を行うことに

より自動作成されます。☞「e-Shien」業務マニュアル（学校用）438ページ 

(６) 前回の交付決定以降に変更がない場合（保護者等変更届出、受給資格消滅届出等がない場合）

にあっては、変更がない旨の報告書（別紙）を提出してください。 

 

担当：私学振興担当 須藤・藤原 

TEL：019-629-5041 ／ FAX：019-629-5049 

Mail：AH0007@pref.iwate.jp 


